
（文学研究科） 

令和６年度東北大学学生評議員の募集について

東北大学では、令和３年度より学生との直接的な対話を通して相互理解を深めるとともに、学生の意

見等を把握して大学運営に反映させることにより、大学の構成員及びステークホルダーとのエンゲージ

メントの進化を図ることを目的とし、学生評議員制度が設立されました。

ついては、文学部・文学研究科では、令和 6年度の学生評議員を下記のとおり募集しますので、希望

する方は、３月２２日(金)までに文学部・文学研究科教務係へ必要事項を記載のうえ、メールにてお申

込みください。 

記 

募集人数： 

文学研究科 大学院生 MC1年次～DC3 年次学生    １名 

注)各２名以上の応募があった場合は、選考のうえ決定します。 

【応募（メール送付）先】 

  文学部・文学研究科教務係：art-kyom@grp.tohoku.ac.jp 

※メールの件名は、「学生評議員応募」としてください。

【応募（メール送付）期限】 

  ２０２４年３月２２日（金）必着 

【メール本文への記載事項】 

・学籍番号

・氏名

・専修、専攻分野名

・連絡先メールアドレス

・連絡先電話番号

・応募にあたっての簡単な抱負

＝参考＝ 国立大学法人東北大学学生評議員制度に関する要項（抜粋） 

（趣旨）第１条 この要項は、国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）における学生評議員制度に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（目的）第２条 学生評議員制度は、学生との直接的な対話を通して相互理解を促進するとともに、学生の意

見等を把握して大学運営に反映させることにより、大学の構成員及びステークホルダーとのエンゲージメン

トの深化を図ることを目的とする。

（学生評議員の役割）第３条 学生評議員は、教育研究評議会議長の求めに応じ、本学の教育研究に関する大

学運営について意見を述べることを役割とする。

（学生評議員の資格）第４条 学生評議員になることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部学

生又は大学院学生とする。

（委嘱）第５条 学生評議員は、総長が委嘱する。

（任期）第６条 学生評議員の任期は、１年とする。ただし、補欠の学生評議員の任期は、前任者の残任期間

とする。

（学生評議員懇談会等）第７条 教育研究評議会議長は、学生評議員から意見を聴くため、原則として年１回

以上、学生評議員懇談会を開催するものとする。

２ 前項に規定するもののほか、教育研究評議会議長は、必要に応じ、学生評議員に意見を求めることができ

る。
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